
人吉浄水苑等運転管理業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

 

１ 目的 

 人吉浄水苑等下水道施設では、民間企業による創意工夫や経験、ノウハウ等を活用した業務の効率化を

図るため、平成２０年度から人吉浄水苑等運転管理業務の包括的民間委託（人吉浄水苑等運転管理業務委

託（以下「本業務」という。））を実施している。現在の委託契約が令和８年３月３１日をもって満了とな

っており、今後も安定的な下水道施設の運営を図るため、本業務に適した経験や技術力等を持ち合わせた

業者を公募型プロポーザル方式で募集するものである。 

 

２ 業務概要 

(1) 業務名 

  人吉浄水苑等運転管理業務委託 

(2) 業務場所及び業務対象施設 

   業務場所は、人吉浄水苑内に事務所を置き、対象施設は人吉浄水苑等運転管理業務委託要求水準書

（以下「要求水準書」という。）のとおりとする。 

(3) 内容 

   要求水準書のとおりとする。 

(4) 業務期間 

   業務期間は、令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までの３年間とする。ただし、契約締結日

から令和８年３月３１日までの期間（約３か月間）は、業務引継ぎ期間とし、この期間の委託料は発生

しないものとする。 

   業務引継ぎ期間内におけるスケジュール、業務運営方法等については、本業務委託契約の締結の際

に別途協議する。 

 

３ 委託金額上限額 

  ５７７，８１７，９００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

 

  この金額は、提案内容の規模を示すものである。提案見積金額は、この上限を超えてはならないもの 

とする。上限額で超える金額で提案してきた提案業者は失格とする。 

 

４ 選定方式 

(1) 選定方式 

   公募型プロポーザル方式 

(2) 公募型プロポーザル方式を採用する理由 

本業務は、安全かつ円滑な運転管理が要求され、気象条件等への臨機応変な対応が必要になるなど、 

総合的な資質が求められる。また、緊急事態の際は、市と一体となり取り組むことができる体制を備 

えており、かつ実績も有した、本業務に最適な委託業者を選定することが重要となる。 
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   よって、本業務の委託業者を選定する際には、競争入札による選定方法ではなく、本業務に適した経

験や技術力等を持ち合わせた業者を公募し、提案事業者の企画力、技術力、創造性、専門性及び実績等

を総合的に評価することのできる、公募型プロポーザル方式を採用するものである。 

 

５ 参加資格等 

 (1) 参加資格 

本プロポーザルに参加する資格を有する者（以下「提案者」という）は、次に揚げる要件を全て満た 

す者とする。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であるこ 

と。 

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の申立てがなさ

れている者でないこと。 

ウ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続の開始の申立てがな

されている者でないこと。 

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規

定する暴力団及び同条第６号に規定する暴力団員でないこと。法人の場合は、役員等が暴力団員

でないこと。 

オ 人吉市工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領（平成６年人吉市告示第５２号）に基 

づく指名停止の措置を受けていない者であること。 

カ 国税及び地方税を滞納していないこと。 

キ １０，０００㎥/日以上の処理能力を有する終末処理場において、水処理施設及び汚泥処理施設 

 の双方の維持管理業務を、令和２年度（２０２０年度）以降の過去５年間に２年以上継続して受託 

した実績を有する者であること。 

ク 雨水排水機場の運転管理業務を、令和２年度（２０２０年度）以降の過去５年間に２年以上継続 

して受託した実績を有する者であること。 

ケ 現場業務を総括する総括責任者として、下水道法第２２条第２項に係る有資格者を１名専任で 

 配置できる者であること。 

 

 (2) 提案の基本事項 

   提案に係る基本事項は、次のとおりとする。 

   ・本提案に係る費用は提案者の負担とする。 

   ・辞退する場合は、辞退届（様式第１７号）を提出する。 

   ・質問は指定日までに電子メールで受け付け、後日電子メールにて回答する。 

   ・本審査は、提案書及びプレゼンテーションを通じて行う。 

   ・資格審査及び本審査の結果は、個別に通知する。 

   ・本審査による選定結果は、人吉市ホームページで公表する。 

   ・提出書類は返還しない。 

   ・提出書類は、当該審査以外の目的で提案者に無断で使用しない。 
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６ スケジュール 

(1) 全体スケジュール 

令和７年 ９月 選定委員会設立 

令和７年１０月 プロポーザルの公告・受付・資格審査 

令和７年１１月 業務提案書受付 

令和７年１２月 本審査（プレゼンテーション）、結果通知 

令和７年１２月～令和８年 １月 契約締結 

令和８年 １月～ ３月 引継ぎ、受託者研修 

 

(2) 選考スケジュール 

項目 日程 

公募開始及び参加申込受付開始 令和７年１０月２４日（金） 

質疑、現場確認、資料閲覧申込受付期間 令和７年１０月２４日（金） 

～１１月 ４日（火）午後５時まで 

質疑回答 令和７年１１月 ５日（水） 

現場確認、資料閲覧期限 令和７年１１月 ６日（木）午後５時まで 

参加表明書提出期限 令和７年１１月 ７日（金）午後５時まで 

参加資格確認通知 令和７年１１月１１日（火） 

業務提案書等の提出期限 令和７年１２月 ５日（金）午後５時まで 

本審査（プレゼンテーション） 令和７年１２月２２日（月） 

審査結果の通知・公表 令和７年１２月２３日（火） 

委託契約締結 審査結果の通知・公表後、速やかに行う。 

契約結果の公表 契約締結後速やかに行う。 

 

７ 選定委員会の設置 

  プロポーザルにおける参加資格審査及び受託候補者の選定を行うため、人吉浄水苑等運転管理業務委 

託業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）を設置し、審査を行う。 

 

８ 提出書類及び提出方法 

(1) 事前現場確認申込書の提出 

ア 提出期間  令和７年１０月２４日（金）から令和７年１１月４日（火）午後５時まで 

   イ 提出書類  現場確認申込書（様式第１号） 

ウ 提出部数  １部 

   エ 提出方法  提出期限までに電子メールにて送付すること 

   オ 提出先   事務局 

   カ 確認期間  令和７年１０月２４日（金）から令和７年１１月６日（木）午後５時まで 

           申込書受理後、確定日時・場所については、後日連絡する。 

   キ その他   現場確認の有無は評価に関係しない。 
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(2) 事前資料閲覧申込書の提出 

   ア 提出期間  令和７年１０月２４日（金）から令和７年１１月４日（火）午後５時まで 

   イ 提出書類  資料閲覧申込書（様式第２号） 

ウ 提出部数  １部 

   エ 提出方法  提出期限までに電子メールにて送付すること 

   オ 提出先   事務局 

   カ 確認期間  令和７年１０月２４日（金）から令和７年１１月６日（木）午後５時まで 

           申込書受理後、確定日時・場所については、後日連絡する。 

   キ 閲覧可能資料 

閲覧が可能な資料は、下表に示すとおりとし、紙資料での閲覧を原則とするが、一部の資料につ 

いては、事務局にて、電子データを収納したＣＤ－ＲＯＭの貸出も行う。 

番号 名  称 

１ 下水道統計（令和５年度） 

２ 決算統計（令和４年度～令和６年度） 

３ 維持管理年報（令和４年度～令和６年度） 

４ 人吉浄水苑処理水等分析委託 濃度計量証明書（令和４年度～令和６年度） 

５ 
完成図書（人吉浄水苑、九日町汚水中継ポンプ場、矢黒町汚水中継ポンプ場、麓町汚水

中継ポンプ場、中神町第一汚水中継ポンプ場） 

６ 完成図書（マンホールポンプ場） 

７ 人吉浄水苑等運転管理業務委託 業務完了報告書（年報）（令和４年度～令和６年度） 

８ 人吉浄水苑等運転管理業務委託 業務完了報告書（月報）（令和４年度～令和６年度） 

９ 人吉市公共下水道 第２期ストックマネジメント計画 

１０ 人吉市公共下水道排水樋管操作要領 

１１ 宝来町雨水ポンプ場操作要領 

１２ 頭無川雨水ポンプ場操作要領 

網掛けの項目は、電子データでの貸出可能資料 

ク その他   資料閲覧の有無は評価に関係しない。 

(3) 参加表明書の提出 

   ア 提出期間  令和７年１０月２４日（金）から令和７年１１月７日（金）午後５時まで 

   イ 提出書類 

提出書類 内容 様式 部数 

１ 参加表明書  様式第３号 １ 

２ 参加資格要件確認表  様式第７号 １ 

３ 会社概要書  様式第８号 １ 

４ 登記事項証明書 発行日から３か月以内のもの 写しで可 １ 

５ 財務関係書類 貸借対照表、損益計算書（直近２年分） 任意 １ 

６ 
税金の滞納がないこ

との証明 

〇国税（法人税、消費税及び地方消費税） 

税務署発行の「納税証明書その３の３」 

写しで可 
１ 
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○市税・県税等（法人住民税、固定資産税等） 

発行日から３か月以内のもの 

７ 
使用印鑑届 実印と異なる印鑑を契約等に使用する場合

に提出すること 

様式第９号 
１ 

８ 
委任状 契約締結時等に関する権限を支店長、営業所

長等に委任する場合に提出すること 

様式第１０号 
１ 

９ 
受託実績表 受託実績を証する契約書の写しを添付する

こと 

様式第１１号 
１ 

１０ 総括責任者調書  様式第１２号 １ 

１１ 有資格者雇用一覧  様式第１３号 １ 

  

ウ 提出方法  郵送または持参 

           ※郵送の場合は、配達されたことが証明できる方法とすること。 

           ※持参による場合の受付時間は、土、日曜日及び祝日を除く午前９時から午後５

時までとする。 

   エ 提出先   事務局 

 

(4) 提案者の決定及び通知 

ア 参加資格確認結果通知書（様式第４号）により全員に通知する。また、決定した提案者には提 

案書提出要請書（様式第５号）により提案書の提出を要請する。 

   イ 参加表明書の提出者がいない場合は、本件プロポーザルを取り止める。参加表明書の提出者が

１者のみの場合は、当該１者について、参加資格の確認を行う。 

 

(5) 質問書の提出 

   ア 提出期間  令和７年１０月２４日（金）から令和７年１１月４日（火）午後５時まで 

イ 提出書類  質問書（様式第１４号） 

   ウ 提出方法  提出期限までに電子メールにて送付すること 

エ 提出先   事務局 

オ 回答    令和７年１１月５日（水）までに電子メールで随時行う。 

なお、本実施要領及び要求水準書の内容について全員に周知が必要なものにつ 

いては、参加表明提出期限後に随時その質問及び回答の内容を参加表明者全員に 

送付する。 

 

(6) 参加辞退 

ア 提出期限  令和７年１２月５日（金）午後５時まで 

イ 提出書類  辞退届（様式第１７号） 

ウ 提出方法  郵送または持参 

※持参による場合の受付時間は、土、日曜日及び祝日を除く午前９時から午後５
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時までとする。 

エ 提出先   事務局 

 

(7) 提案書等の提出 

ア 提出期限  令和７年１２月５日（金）午後５時まで 

イ 提出部数  ① 業務提案書 ９部 記名押印した正本１部・副本８部 

          ② 提案見積書 １部 

ウ 提出書類  ① 業務提案書（様式第１５号①及び②） 

          ・業務提案書の作成にあたっては、別に定める要求水準書に記載されている内容

等を十分に確認し、反映させること。 

・審査は、業者名を伏せた状態で行うため、副本とする提案書等に業者名を直接特

定できる情報を含まないように配慮すること。代表者名や押印もしないこと。 

・業務提案書の記載内容は、次に定める項目を必須項目とする。なお、指定されて

いるものは、指定の様式に基づき作成すること。 

  ａ 会社概要（所在地、資本金、事業内容、従業員数、営業所等が確認できるこ

と。） 

ｂ 財務関係書類（貸借対照表、損益計算書 ※直近２年分） 

ｃ 受託実績表（様式第１１号） 

ｄ 管理運営の基本方針 

ｅ 組織体制・人員 

ｆ 運転業務の実施方法 

ｇ 保守管理業務の実施方法 

ｈ 調達・文書管理業務の実施方法 

ｉ 施設管理業務の実施方法 

ｊ 安全衛生管理方針等 

ｋ 社員の教育研修の実施方法等 

ｌ 危機管理方針等 

ｍ 地元貢献 

ｎ 業務の改善及び提案 

・業務提案書は、日本語を使用し、Ａ４版縦置き横書き両面印刷、左綴りで作成す 

ること。業務提案書の様式は、指定するもの以外は任意とする。 

・業務提案書の表紙は、正本には業務提案書（様式第１５号①）、副本には業務提 

案書（様式第１５号②）を使用し、業者名、提出日、通し番号を記入の上、表紙の 

次に目次を作成し、それ以降のページに１からページ番号を記入し提出部数毎に 

ファイル（紙製Ａ４版縦長左綴じ）に綴じて提出すること。 

・表紙である業務提案書（様式第１５号①及び②）の受付番号は空欄のまま作成す 

ること。 
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② 提案見積書（様式第１６号） 

・令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までの３年間に係る提案見積書（様 

式第１６号）に記載し提出すること。 

・価格は、消費税及び地方消費税を含んだ本体価格とし、委託期間（３年間）の合 

計を記載すること。 

・業務提案書とは別に厳重に封かんの上、提出すること。 

エ 提出方法  郵送または持参 

           ※郵送の場合は、令和７年１２月５日（金）必着。また、配達されたことが証明で

きる方法とすること。 

※持参による場合の受付時間は、土、日曜日及び祝日を除く午前９時から午後５

時までとする。 

   オ 提出先   事務局 

 

(8) 提案書作成に関する条件 

    提案書の作成条件は次のとおりとする。提案者はこれらの条件を踏まえて、提案書の作成をする

こと。 

なお、提案書の各項目は記載のページ数以内とすること。ページ数は、Ａ４版片面を１ページとす 

る。使用する文字のフォントサイズは１０．５ポイント以上とする。 

   ア 管理運営の基本方針（３ページ以内） 

     この業務の目的や対象施設の特徴を踏まえ、下水処理施設等の運転管理に対する基本方針、取

組みなどについて提案すること。 

   イ 組織体制・人員（３ページ以内） 

     対象施設の特徴を踏まえ、この業務の実施体制、配置予定の総括責任者の資格・経験、勤務体制 

及び配置従事者の配置計画及び資格、経験年数などについて提案すること。 

   ウ 運転業務の実施方法（６ページ以内） 

     対象施設の特徴を踏まえ、処理場及び雨水排水機場の運転監視や操作を具体的にどのように実 

施するかについて、考え方や方法、留意点などについて提案すること。特に、要求水準を遵守する 

方法について重点的に提案すること。また、処理場の運転管理上で必要な環境計測（水質分析）の 

具体的な計測方法、頻度、留意点等についても併せて提案すること。 

   エ 保守管理業務の実施方法（５ページ以内） 

     対象施設の特徴を踏まえ、保守管理の考え方、要求水準を踏まえた保守管理方法、体制等、保守 

管理業務を具体的にどのように実施していくかを簡潔にまとめ提案すること。また、主要な施設・ 

設備の突発的な修繕や要求水準を踏まえた修繕計画・方法・体制などについても併せて提案する

こと。 

   オ 調達・文書管理業務の実施方法（２ページ以内） 

     対象施設の特徴を踏まえ、この業務の実施に必要な薬品、消耗品の調達方法、調達先、効率的な 

管理方法及びデータの記録、報告等について具体的に簡潔にまとめ提案すること。 
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   カ 施設管理業務の実施方法（２ページ以内） 

     対象施設の特徴を踏まえ、清掃、除草、植栽管理、保安警備等の施設管理について、具体的に提 

案すること。 

   キ 安全衛生管理方針等（２ページ以内） 

     対象施設の特徴を踏まえ、この業務に従事する職員の安全衛生管理の方針及び具体的な方法に 

ついて簡潔にまとめて提案すること。また、見学者等に対する安全管理方針についても併せて提 

案すること。 

   ク 社員の教育研修の実施方法等（２ページ以内） 

     対象施設の特徴を踏まえ、この業務に従事する職員の技術レベルの維持・向上に関する方法、体 

制などについて簡潔にまとめ提案すること。また、業務引継の方法、体制、内容などについても併 

せて提案すること。 

   ケ 危機管理方針等（５ページ以内） 

     対象施設の特徴を踏まえ、浸水、台風、停電、地震等の災害時や設備故障、水質異常など、下水 

道の具体的な緊急時を想定し、それぞれどのような方針に基づき、どのような体制で対応するの

かを具体的に簡潔にまとめ提案すること。また、災害支援の実績がある場合は、併せて提案するこ

と。 

コ 地元貢献（３ページ以内） 

     地元企業の育成（下請け・資材購入等）や地元雇用、現在の業務従事者の継続雇用に関する配慮 

等について具体的に提案すること。 

   サ 業務の改善及び提案（無制限） 

     業務の改善及びＤＸを活用した新規提案、人吉市ゼロカーボンシティの実現に向けた温室効果 

ガス（電気料等）の削減への提案等、その効果について、具体的に提案すること。 

 

(9) プレゼンテーション 

    選定委員に対する提案説明及び同選定委員からの質疑応答のためのプレゼンテーションを行う。

なお、プレゼンテーションは、提案書の受付順に実施する。 

   ア 実施日時  令和７年１２月２２日（月） 

           ※詳細な時間等は、参加資格確認結果通知書等と併せて通知する。 

   イ 会場    人吉市役所 ４階 委員会室１ 

   ウ 提案方法  次の時間配分により参加者ごとに提案資料の内容について説明を行う。 

           準備１０分、説明３０分、質疑応答２５分、片付け５分 

   エ その他   ・提案説明に必要なスクリーン、プロジェクターは本市で用意する。 

           ・その他機材を使用する場合は、提案者が用意する。 

           ・提案書は、提出後の差し替え、追加及び再提出は認めない。 

           ・提案書等の返却は行わない。 

           ・プレゼンテーション資料と提案書は同一とすること。 
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９ 失格事項 

  本プロポーザルの提案者はまたは提出された提案書が次のいずれかに該当する場合は、その提案を失 

格とする。 

(1) 提案書の提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの。 

(2) プレゼンテーションを無断で欠席したもの。 

(3) 虚偽の申請を行い、提案資格を得たもの。 

 

１０ 審査方法及び審査結果 

(1) 審査方法 

   ア 選定委員は、提案者の提案内容（提案者、提出書類の内容プレゼンテーション）について審査を

行うこととし、別に定める人吉浄水苑等運転管理業務委託受託候補者審査評価基準（以下「評価基

準」という。）に基づき審査する。 

   イ 評価点は満点３００点とし、評価項目の点数の合計点を選定委員ごとに算出する。 

   ウ イで算出した各選定委員の平均点を提案者の評価点として順位付けを行う。なお、算出した平

均点の端数処理については、小数点第２位を四捨五入し、小数点第１位までとする。 

   エ ウの評価点１８０．０点（６割）を選定最低点数とし、受託候補者及び次順位者を選定する選定

最低点数を満たさない場合は選定しないものとする。 

   オ 最終的な評価結果が同点の場合は、評価項目の「業務実施の能力」の評価点の高い方を選定す

る。 

   カ 提案者が１者のみの場合でも審査を行い、必要な条件を満たしていれば採用する。 

   キ 審査は提案者の名称を伏せて行う。提案者を特定できるような提案書の作成及びプレゼンテー 

ション時の発言に留意すること。 

(2) 審査結果 

   ア 審査の結果は、決定後に審査結果通知書（様式第６号）により通知する。 

   イ 審査結果に対する異議申し立ては認めない。 

   ウ 審査結果の公表については、人吉市が発注する契約に関するプロポーザル方式等の実施に関す 

る指針（平成１８年告示第１１０号）第１０条に基づいて行う。 

 

１１ その他 

(1) 提出された書類は、本件審査以外の目的で提案者に無断で使用しない。 

(2) 提出された書類は、人吉市情報公開条例（平成１３年人吉市条例第１号）に基づく情報公開請求の

対象となる可能性がある。開示請求があった場合には、個人情報や提案者の正当な利益を害する恐

れがある情報を除き公開となる。 

１２ 契約 

(1) 本市は、受託候補者と予定価格の制限の範囲内で業務委託の契約交渉を行い、交渉が成立した場

合に、地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号に基づき随意契約を締結することを原則

とする。ただし、受託候補者との契約が不調になった場合は、次順位者との交渉を行うものとする。 

(2) 契約締結に当たっては、受託者は人吉市契約規則（昭和３９年人吉市規則第４号）第５条第２項の
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規定に基づく契約保証金を納付しなければならない。ただし、同規則第６条第１項各号に該当する

ときは免除することができる。 

 

１３ 事務局 

  〒８６８－８６０１ 

  熊本県人吉市西間下町７番地１ 

  人吉市水道局（人吉市役所２階） 

  下水道課事業係 担当：赤池・万江 

  電話 ：０９６６－２２－２１１１（内線２３２２） 

  ＦＡＸ：０９６６－２４－５９２９ 

  メール：gesuidou@hitoyoshi.kumamoto.jp 
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